
○全ての国民に対する発見通報義務 

○国および自治体の障害者関係機関に対する早期発見義務 

○自治体等に対する虐待対応における障害者の自立支援義務 

○施設・事業所における虐待防止の責務 

 

④虐待に関する相談窓口 

○養護者による虐待：市町村の障害者虐待防止センターに通報 

○障害者支援施設等での虐待：市町村を通じて県の障害者権利擁護センターに通報 

○職場での虐待：県を通じて労働局に通報 

 

⑤虐待の判断のポイント 

○虐待しているという自覚は問わない。 

○障害者本人の自覚は問わない。 

○親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある。 

○虐待の判断はチームで行う。 

 

⑥差別や虐待の背景と対応 

差別や虐待の背景 予防や防止のための取組み 

支援者側の背景： 

人々の心の深層にある蔑視や差別意識、人権

意識の希薄さ(子供扱いなど)、支援技術不

足、ストレスなど 

支援者の気付きを育てる(自己チェック、

相互点検など) 

支援者の支援技術を高める(研修、スー

パーバイズなど) 

利用者側の背景： 

虐待をされている自覚がない、社会に対する

遠慮やあきらめなど(支配と服従の構造) 

利用者のエンパワーメントと自主的行動

を促す支援(差別や虐待への認識、自己選択

と自己決定、自己主張の方法の獲得など) 

環境要因： 

密室性、職員の優位性、組織的容認、自浄機

能の欠落など 

第３者の目を入れる(家族、住民、関係

機関など)、意思決定支援マニュアルの作成

と実施など 

 

 

(４)「意思決定支援ガイドライン」の概要 

 改正障害者基本法第 23条「相談等」において、法律として初めて「意思決定支援」が規定

され、障害者総合支援法の基本理念において、障害者にとって最も重要な「自分で自分の人

生を決める」ことが明確化された。 

①意思決定支援の定義 

 意思決定支援とは、知的障害や精神障害等で意思決定に困難を抱える障害者が、日常生活

や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能と

なるように、障害者を支援する者が行う支援の行為および仕組みをいう。 

 

②意思決定支援の基本的原則(イギリス、2005 年、意思決定能力法) 

○能力を欠くと確定されない限り、人は能力を有すると推定されなければならない。 

○本人の意思決定を助けるあらゆる実行可能な方法が功を奏さなかったのでなければ、 

人は意思決定ができないとみなされてはならない。 

○人は、単に賢明でない判断をするという理由のみによって、意思決定ができないとみなさ

れてはならない。 
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○意思決定能力がないと評価された本人に代わって行為をなし、あるいは、意思決定をする

に当たっては、本人の最善の利益に適うように行わなければならない。 

○そうした行為や意思決定をなすにあたっては、本人の権利や行動の自由を制限する程度が

より少なくて済むような選択肢が他にないか、よく考えなければならない。 

 

③意思決定支援における留意点 

ア 意思決定支援と情報 

○決定を行うにあたって必要と考えうる情報を、本人が充分理解し、保持し、比較し、実際

の決定に活用できるよう、柔軟かつ細心の配慮をもって提供すること。 

○本人が自己の意思決定を表出・表現できるよう支援すること。 

○本人が表明した意思をサービス提供者等に伝えること。 

○本人の意思だと思われるものを代弁すること。 

イ 情報提供の留意点 

○本人への情報提供については、支援者の態度・方法・技術によって大きく異なることを理

解する。 

○できるだけわかりやすい方法・手段にて情報を伝える。 

○情報提供に関しては、ステップを踏んで確認しながら行う。 

○予想される副次的出来事(リスクも含む)について伝える。 

ウ 意思決定支援における最善の利益の判断 

○事案について、複数の決定によるメリットとデメリットを可能な限り挙げて、相互に比較

検討して結論を導くこと。 

○事案の決定について、どちらか一つということではなく、一つを融合して、一つ高い段階

において決定を図っていくこと。 

○本人にとって自由の制限がより少ない方法を選択すること。特に生活の場の選択や、本人

の身体・生命の安全のためにやむを得ず行動制限をしなくてはならない場合等。 

 

④障害福祉サービス事業所等において意思決定支援が不可欠な場面 

○自宅から施設やグループホームへの入所を判断する場面 

○施設入所支援における継続相談支援で、施設入所支援の継続を判断する場面 

○グループホームでの生活の継続を判断する場面 

○本人の身体・生命の安全や権利擁護の観点から、やむを得ず身体拘束や行動制限を行わな

ければならない場合、本人の最善の利益の観点から妥当かを判断する場面 

○身体や生命に重大な影響のある医療行為を選択する場面 

 

⑤意思決定支援の仕組み 

ア 意思決定責任者の指名(配置) 

イ 意思決定支援会議の開催 

ウ 意思決定支援計画の作成 

エ 職員の知識・技術の向上 

オ 利用者・家族等に対する説明責任等 

 

 

(５)千葉県における障害者の権利擁護の取り組み 

①法や条例に基づく権利擁護活動 

○「障害者虐待防止法」に基づく市町村虐待防止センターおよび千葉県権利擁護センターの

活動 

○障害者差別解消法に基づく権利擁護活動 
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○｢障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例｣に基づく相談支援活動 

②福祉サービスの利用における権利擁護活動 

○事業所における苦情解決 

○千葉県運営適正化委員会による相談活動 

③地域生活における権利擁護 

○中核地域生活支援センターにおける権利擁護活動 

○千葉県後見支援センター｢すまいる｣の活動 

○日常生活自立支援事業 

○成年後見制度、および成年後見制度利用支援事業 

○人権擁護委員、その他の相談員活動 

 

 

３ 相談支援と権利擁護 

(１)相談活動の実務におけるチェックポイント(｢障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉

県づくり条例、および障害者虐待防止法相談活動の実務｣参照) 

①基本的姿勢 

○問題解決のための活動になっているか。 

○障害のある人本人の意思決定を尊重しているか。 

○ネットワークを構築・活用しているか。 

○関係者の秘密を守っているか。 

 

②情報収集と個人情報保護のポイント 

○利用目的の特定 

○個人情報の適正取得 

○情報の安全管理 

○個人情報の共同利用および第 3者への提供 

○本人からの求めによる保有個人情報の開示 

 

(２)相談支援と権利擁護の重要性 

 社会福祉法以前の福祉サービス利用は申請主義に基づく措置制度によっていた。そのため、

相談活動は情報提供を主とし、相談に訪れない者への対応はそれほど重視されてこなかった。

これに対して社会福祉法以後は契約に基づく利用を前提としている。しかし、重度の障害を有

する者が自らサービスを選択し、契約行為を行使することは容易でない。また、複合的なニー

ズを抱える世帯も多く、本人さえも問題の所在を認識していなかったり、権利侵害を受けても

対応できないでいる場合もある。当然のことながら、障害のある人の立場に寄り添ってサービ

ス利用に向けた情報提供や相談に併せて、望む暮らしを可能とするための権利擁護や支援が必

要となる。その意味で、相談支援と一体的な権利擁護活動でなければならない。とくに、住ま

いの選択や医療行為に対する同意など、人生の重大な決定に当たっては意思決定支援の視点か

ら慎重でなければならない。 

 また、福祉サービスの利用以外にも日常生活のあらゆる場面に契約行為が存在するだけでな

く、地域生活においては様々な人間関係のトラブルも発生する。こうした立場の人々への支援

活動を業としている中核地域生活支援センターにおける権利擁護活動の内容として、故池口氏

は、①緊急に介入する活動､②虐待や DVに対してシェルター機能を果たす活動､③自立支援活

動、④一人の人の人権擁護から人権侵害のない地域づくりのための活動、⑤権利侵害における

生活支援活動を挙げている。 

 

(３)相談支援従事者の役割と期待 
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○権利侵害の予防(早期発見、情報提供、教育等) 

○障害のある人の主体性・権利行使のための支援(代弁、仲介、コーディネート、意思決定支

援等) 

○来ない相談・来られない相談への対応(アウトリーチ等) 

○関係者への理解啓発と支援ネットワークづくり 

 

 

結び 「相談支援従事者にとっての課題」 

 相談支援従事者の任務は障害者の主体性の尊重の基に、障害者の望む暮らしの実現を支援す

るとともに、それを阻む要因を除去する活動でもあり、障害者との援助関係はパートナーシッ

プである。加えて虐待防止法施行後において、計画相談を通じて障害者にとって最も身近な専

門職として差別や虐待の早期発見・防止の役割が期待されている。しかし半面、外なる社会に

対して障害者の権利を擁護すべき私たち自身が、サービス提供の場面では管理者として加害的

な立場になりかねない。特に入所施設においては私たち以上に利用者と密接な関係にあるサー

ビス管理責任者や職員に対して利用者の意思を代弁しなければならない。時には私生活への影

響も無視できないこともある。こうした力関係の狭間にあって本来の任務を遂行するためには、

自らの内なる葛藤を克服しなければならない。そのためには今一度、人の尊厳、生きることの

意味を問い直す必要があろう。 
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参考 「改正障害者雇用促進法に基づく差別の禁止」 

 

①法の主旨 

 雇用の分野については、労使の紛争解決の蓄積がある都道府県労働局を活用した紛争解決

制度を構築すること等､雇用の分野に特有の内容を定める必要があることから、2013 年 6 月、

障害者雇用促進法が改正され、2016 年 4 月より施行された。この法では、34 条および 35条

において障害者に対する差別の禁止を、36条において合理的配慮の提供義務を、74条にお

いて紛争解決の制度を規定している。 

 雇用の分野においても、障害者権利条約において「職場において合理的配慮が障害者に提

供されることを確保すること」とされていることや、障害者の自立や社会参加にとって極め

て重要な分野であること、労働者と事業主とは雇用契約における継続的な関係にあり、一般

に労働者は事業主の指揮命令下にあることから、合理的配慮の提供は法的義務とされている。 

②差別禁止の基本的な考え方 

 「すべての事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない

者と均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設

の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と

不当な差別的取扱いをしてはならない」とされている。 

③禁止される差別 

○障害者に対し、障害を理由として対象から除外すること。 

○障害者に対し、障害者でない者には無い条件等を付すこと。 

○障害者に対し、障害者でない者よりも不利益に扱ったり、障害者でない者を障害者よりも

優先させること。 

○障害者と障害者でない者との均等な機会および待遇の確保、障害者である労働者の有する

能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために必要な合理的配慮を行わない

こと。 

④禁止される差別に該当しない例 

○積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。 

○合理的配慮の提供を前提としたうえで、労働能力等を適正に評価した結果として異なる取

り扱いとすること。 

○障害者専用の求人の採用選考または採用後において、仕事をするうえでの能力および適性

の判断、合理的配慮の提供のため等、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつ

つ、障害者に障害の状況等を確認すること。 

⑤合理的配慮の基本的な考え方 

○合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性

質のものであること。 

○採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害

者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。 

○支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数ある時は、障害者の意向

を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。また、

障害者が希望する合理的配慮が過重な負担である時は、本人との話し合いの上で可能な方

法を講ずること。 

○障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の

特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること。 

⑥禁止される合理的配慮の対象とならない例 

○障害者である労働者の日常生活のために必要な眼鏡や車椅子等を提供すること。 

○配慮をしたとしても重要な職務遂行に支障をきたす場合に、元の職務を継続させること。 

⑦合理的配慮の手続き 

183



○障害者からの合理的配慮の申出(採用後においては、事業主の職場において支障となって

いる事情の有無等の確認) 

○合理的配慮に係る措置の内容に関する話合い 

○合理的配慮の確定 

⑧相談体制の整備において講ずべき措置 

○相談に適切に対応するために必要な体制を整備すること。 

○採用後における合理的配慮に関する相談があった時は、支障となっている事情を迅速に確

認し、合理的配慮の手続きを適正に行うこと。 

○相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずること。 

○相談をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定

め、労働者に周知・啓発すること。 

 

※ 都道府県労働局長は、当事者の双方または一方から障害者に対する差別または合理的配慮

に関する紛争解決の援助を求められた場合、当事者に対し必要な助言、指導および勧告を行

うことができ、当事者の双方または一方から申請があった場合において必要と認めるときは、

紛争調整委員会に調停を行わせることが規定されている。さらに、千葉県においては県条例

に基づく相談・調整活動も可能である。 
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